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－１－

下水道事業の現状

① 汚水処理施設の概要

事業
項目

公共下水道事業
特定環境保全
公共下水道事業

農業集落排水事業 漁業集落排水事業
浄化槽整備推進事業

（市設置）
浄化槽設置整備事業
（個人設置補助金）

所管
事業主体
設置者
創設年度

国土交通省
市町村
市町村

明治17年度

国土交通省
市町村
市町村

昭和50年度

農林水産省
市町村等
市町村等

昭和48年度

農林水産省
市町村等
市町村等

昭和53年度

環境省
市町村
市町村

平成6年度

環境省
市町村

個人・事業者
昭和62年度

事業対象
地域

都市計画区域 市街化区域外 農業振興地域内
漁港の背後の
漁業集落

下水道等計画区域外

計画処理
人口

特になし
概ね1,000人以上

10,000人以下
原則1,000人程度

（受益者20戸以上）
人口100人～

5,000人（原則）
特になし

根拠法令
下水道法
都市計画法

下水道法 浄化槽法

本市施設
（処理区）

・峰山・大宮
（H13.4.1供用開始）

・網野
（H22.3.31供用開始）

・橘
（H13.4.20供用開始）

・丹後
（H15.3.31供用開始）

・久美浜
（H9.3.31供用開始）

・三重
（H13.10.1供用開始）

・森本
（H13.10.1供用開始）

・成願寺
（H9.6.5供用開始）

・黒部
（H6.7.1供用開始）

・溝谷・吉野
（H11.7.1供用開始）

・川上南部
（H13.3.27供用開始）

・佐濃南
（H24.3.31供用開始）

・砂方
（H11.6.9供用開始）

・個別処理区域
（公共浄化槽区域）
（H15年度から）

・集合処理区域及び
公共浄化槽区域を
除く区域
（H元年度から）

※ R6年4月 農業集落排水事業（和田野処理区）を公共下水道事業（網野処理区）に統合 参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）



下水道事業の現状

② 府内の汚水処理事業の実施状況

－２－参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）



下水道事業の現状

③ 京丹後市の下水道事業の状況

（令和7年3月末現在） －３－



各年度末現在の数値
資料：上下水道部施設管理課

下水道事業の現状
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京丹後市 峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町

汚水処理人口普及率（下水道・集排・浄化槽）

R1 R2 R3 R4 R5 R6

全国平均92.6%（R3）

京都府98.6%（R4）

－４－

区域 行政人口 処理人口 普及率

京丹後市 49,651人 41,839人 84.3%

峰山町 11,290人 10,203人 90.4%

大宮町 9,664人 7,857人 81.3%

網野町 11,448人 9,019人 78.8%

丹後町 4,290人 3,196人 74.5%

弥栄町 4,388人 4,326人 98.6%

久美浜町 8,571人 7,238人 84.4%

④ 汚水処理人口普及率（下水道・集排・浄化槽）

●汚水処理人口普及率データ（令和6年度末現在）

※汚水処理人口普及率
処理人口（整備された処理可能な区域の人口）／行政人口（住民基本台帳ベース）

区分
下水道
供用区域

下水道
未供用区域

集落排水
供用区域

浄化槽区域

行政人口 30,464人 3,563人 4,636人 10,988人

処理人口 30,464人 1,428人（※1） 4,065人 5,331人

公共浄化槽所有基数 1,762基

●水洗化区域別人口（令和6年度末現在）

※1 下水道未供用区域の処理人口
本区域の合併浄化槽による処理は汚水処理に含めるものとする。



参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）

下水道事業の現状

－５－

●府内の汚水処理人口普及率の推移

●府内の汚水処理人口普及率の推移

④ 汚水処理人口普及率（下水道・集排・浄化槽）

※汚水処理人口普及率

処理人口（整備された処理可能な区域の人口）／行政人口（住民基本台帳ベース）

※農集排

農業集落排水

※その他

漁業集落排水、林業集落排水（※1）、簡易排水（※2）、コミュニティ・プラント（※3）

※1 林業集落排水

山村地域の生活環境基盤整備を目的とした浄化槽法に基づく汚水処理施設

※2 簡易排水

中山間地域の活性化と定住の促進を目的とした浄化槽法に基づく汚水処理施設

※3 コミュニティ・プラント

市町村が設置する汚水処理施設の一つで、101人以上3万人未満の散在性集落又は、既成

市街地から離れて建設される団地などに適した廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく

汚水処理施設

（%）



下水道事業の現状

－６－

参考：京の水環境保全と
安全なくらしのために（2025）

●府内市町村の汚水処理人口普及率 （令和6年度末現在、単位：人）

※その他
漁業集落排水、コミュニティ・プラント等

※シェア＝処理人口/行政人口

④ 汚水処理人口普及率（下水道・集排・浄化槽）
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接続率（下水道・集落排水・浄化槽）

R1 R2 R3 R4 R5 R6

京都府 下水道の接続率97.0%（R4）

－７－

⑤ 下水道接続率（下水道・集排・浄化槽）

京都府（京都市を除く。） 下水道の接続率93.8%（R4）

区域 処理人口 接続人口 接続率

京丹後市 41,839人 30,991人 74.1%

峰山町 10,203人 7,731人 75.8%

大宮町 7,857人 5,927人 75.4%

網野町 9,019人 4,672人 51.8%

丹後町 3,196人 2,560人 80.1%

弥栄町 4,326人 4,031人 93.2%

久美浜町 7,238人 6,070人 83.9%

●接続率データ（令和6年度末現在）

※接続率
接続人口 ／ 処理人口（整備された処理可能な区域の人口）

各年度末現在の数値
資料：上下水道部施設管理課

区分
下水道
供用区域

下水道
未供用区域

集落排水
供用区域

浄化槽区域

行政人口 30,464人 3,563人 4,636人 10,988人

処理人口 30,464人 1,428人（※1） 4,636人 5,311人

接続人口 20,187人 1,428人（※1） 4,065人 5,311人

●水洗化区域別人口（令和6年度末現在）

※行政人口（住民基本台帳ベース）
接続人口（水洗化を行った人口）

※1 下水道未供用区域の処理人口・接続人口
本区域の合併浄化槽による処理は汚水処理に含めるものとする。
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⑤ 下水道接続率（下水道・集排・浄化槽）

京都府 下水道の接続率97.0%（R4）

京都府（京都市を除く。）下水道の接続率93.8%（R4）

事業分類 処理人口 接続人口 接続率

集落排水 4,636人 4,065人 87.7%

三重 238人 186人 78.2%

森本 152人 136人 89.5%

成願寺 282人 251人 89.0%

黒部 986人 937人 95.0%

溝谷・吉野 1,898人 1,719人 90.6%

川上南部 303人 267人 88.1%

佐濃南 647人 456人 70.5%

砂方 130人 113人 86.9%

●接続率データ（令和6年度末現在）

事業分類 処理人口 接続人口 接続率

公共下水道 30,464人 20,187人 66.3%

峰山 9,150人 6,678人 73.0%

大宮 6,243人 4,381人 70.2%

網野 7,142人 3,452人 48.3%

橘 2,081人 1,357人 65.2%

丹後 1,944人 1,356人 69.8%

久美浜 3,904人 2,963人 75.9%

R6年4月 和田野地区 公共下水道事業（網野処理区）に統合

※接続率
接続人口 ／ 処理人口（整備された処理可能な区域の人口）

※ 接続人口（水洗化を行った人口）

各年度末現在の数値
資料：上下水道部施設管理課



下水道事業の現状

－９－
参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）

●府内市町村の公共下水道接続率 （令和6年度末現在、単位：人）

⑤ 下水道接続率（下水道・集排・浄化槽）

●府内市町村の集落排水接続率 （令和6年度末現在、単位：人）



下水道事業の現状

－１０－参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）

●府内市町村の浄化槽事業における設置基数の推移
（令和6年度末現在、単位：基）

⑤ 下水道接続率（下水道・集排・浄化槽）



下水道事業の現状

－１１－資料：上下水道部経営企画整備課

●公共下水道工事費の推移

※単位：千円 人件費を除く。集落排水整備費は、処理場等事業費及び管渠事業費の合計額

⑥ 工事費（下水道・集排・浄化槽）

2億6,036万

12億858万
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1,400,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

処理場等事業費

管渠事業費

※単位：千円・年度 人件費を除く。

年度
分類

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共
処理場等事業費

27,500 92,150 226,189 335,018 346,261 293,259 105,528 51,457 157,651 260,345

公共
管渠事業費

710,383 739,795 610,634 539,595 692,651 609,817 1,246,036 1,227,672 893,816 1,208,580

整備費計 737,883 831,945 825,823 874,613 1,038,912 903,076 1,351,564 1,279,129 1,051,467 1,468,925

集落排水
整備費

20,310 7,481 5,375 18,030 6,071 10,776 14,288 24,197 32,979 12,538

浄化槽整備費 92,215 111,228 89,328 104,653 104,582 118,561 109,929 105,090 94,746 108,995

1,254万

1億900万

0
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

集落排水整備費

浄化槽整備費

※単位：千円・年度 人件費を除く。

●集落排水事業・浄化槽事業整備費の推移
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－１２－
資料：上下水道部経営企画整備課

●使用料収入の推移

※単位：千円

⑦ 使用料（下水道・集排・浄化槽）
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浄化槽

集落排水

公共下水道

※単位：千円・年度

年度
事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共下水道 347,752 333,795 385,747 389,906 383,596 400,660 407,982 418,053 425,156 448,930

集落排水 98,170 91,289 99,577 100,626 101,818 104,030 102,054 101,232 100,493 76,616

浄化槽 37,429 36,404 41,167 42,648 44,107 48,129 49,101 50,030 50,178 51,119

計 483,351 461,488 526,491 533,180 529,521 552,819 559,137 569,315 575,827 576,665

5億7,666.5万円



下水道事業の現状

－１３－参考：京の水環境保全と安全なくらしのために（2025）

⑦ 使用料（下水道・集排・浄化槽）

●府内自治体の下水道使用料（令和7年4月1日現在）
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（単位：円 消費抜き）
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－１４－

⑧ 企業債

●企業債現在高（令和7年3月31日現在）

23,858,237 23,888,410 23,805,258 23,718,993 
23,658,888 23,628,229 23,637,839 23,525,551 

23,227,897 23,389,911 

20,000,000

21,000,000

22,000,000

23,000,000
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25,000,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 年度

単位：千円

年度
事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共 10,239,401 13,320,524 13,487,005 13,544,139 13,697,823 14,000,325 14,354,537 14,651,781 14,699,691 15,081,637

特環 10,592,815 7,627,158 7,491,346 7,428,833 7,310,583 7,062,687 6,843,686 6,557,301 6,316,746 6,251,029

農排 2,393,838 2,238,915 2,080,931 1,932,419 1,781,133 1,629,253 1,474,519 1,325,562 1,189,526 999,934

漁排 51,634 47,921 44,136 40,276 36,340 32,326 28,232 24,058 20,901 18,159

浄化槽 580,549 653,892 701,840 773,326 833,009 903,638 936,865 966,849 1,001,033 1,039,152

計 23,858,237 23,888,410 23,805,258 23,718,993 23,658,888 23,628,229 23,637,839 23,525,551 23,227,897 23,389,911

資料：上下水道部経営企画整備課

※単位：千円
（注） 公共（公共下水道事業）、特環（特定環境保全公共下水道事業）、農排（農業集落排水処理施設事業）、

漁排（漁業集落排水処理施設事業）、浄化槽（浄化槽事業）



下水道事業の現状

－１５－作成：上下水道部経営企画整備課

⑨ 下水道計画（参考）

基本構想

下水道計画

全体計画 事業計画

●下水道計画 【下水道計画】
基本構想、全体計画及び事業計画とからなり、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を目

的として、長期的な人口動向を勘案し、適切な下水道整備・管理が実施できるよう区域の設定
や汚水施設等の計画を策定するもの。

【全体計画】
個々の地域に関する前提条件（自然的条件及び社会的条件）や上位計画を受けて下水道の骨

格を定めるもの。

【事業計画】
全体計画を受けて事業化するための段階的な整備計画で下水道の配置、構造、能力等を定め

た技術的な計画

【基本構想】
その地域における下水道の目的を明確化し、行政需要を把握して、下水道整備の方針を決定

するもの。

●下水道事業開始の手順

※都市計画事業として実施する下水道事業にあっては、都市計画決定を行った区域内で
５～７年以内に整備可能な区域について、順次、都市計画事業認可を受ける。

京丹後市水洗化計画

全体計画（基本計画）

事業計画

都市計画の決定※1

上下水道事業審議会
パブリックコメント
市議会

計画案の公告・縦覧
都市計画審議会
知事協議

府事前協議
計画案公告・縦覧
府協議
事業認可

※1 都市計画区域外は不要


